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（２）武蔵野市地域連携ネットワークのイメージ（案） 

専門職 

高齢者支援課 
基幹型地域包括支援センター 

障害者福祉課 
基幹相談支援センター 

地域支援課 

福祉公社 

生活福祉課 

ケアマネ 民生委員 

地域活動支援センター 

中核機関 

点線の機関を追加する。 

協議会事務局 

「権利擁護センター関係機関等 
連絡協議会」から関係機関を 

拡充する。 

本人 後見人等 

家庭 
裁判所 



（３）武蔵野市地域連携ネットワーク（仮）における 
中核機関の整備・運営方針 

• 設置の区域  
⇒ 武蔵野市内 
 

• 運営の主体 
⇒ 【案】市と福祉公社 
   （直営＋委託） 



単独委託の成年後見支援センター 市と単独委託の成年後見支援センター 

＜運営主体の例＞ 

 

連絡会議が必要 

【案１】 【案２】 【案３】 
市が直営で整備 

市役所 

中核機関 

福祉所管部署 

協議会 

※案１・案２は、「市町村成年後見制度利用促進基本計画策定の手引き 平成31(2019)年３月版（成年後見制度の利用促進を目的とした
市町村計画策定支援のための調査研究事業検討委員会発行）」より抜粋。 
※案３は、同手引きを参考に作成。 

市役所 社会福祉協議会等 

中核機関 

福祉所管部署 成年後見 
支援センター 

協議会 

市役所 社会福祉協議会等 

中核機関 

成年後見 
支援センター 

協議会 

委託 


